
 京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２２年１月１８日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 

京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 

附則中第１４項を第１５項とし，第３項から第１３項までを１項ずつ繰り下げ，第

２項の次に次の１項を加える。 

３ 平成２２年度から平成２６年度までの各年度分の軽自動車税に限り，法附則第１

２条の２の２第６項に規定する電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるもの

（４輪以上のものに限る。）は，条例第６９条第６号に規定する市長が特に課税を不

適当と認めるものとする。 

附 則 

 この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

（行財政局税務部税制課） 
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